
⑥
農
業
近
代
化
資
金
利
子
の
金

融
機
関
な
ど
の
証
明
書

⑦
消
耗
品
等
そ
の
他
の
必
要
経

費
の
領
収
書

　
平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、

神
崎
町
に
住
ん
で
い
る
人
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

が
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

は
、
町
県
民
税
の
申
告
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

【
平
成
２１
年
１
月
か
ら
１２
月
ま

　
で
に
次
の
所
得
が
あ
っ
た
人
】
 

①
営
業
や
農
業
な
ど
の
事
業
所

得

②
不
動
産
・
譲
渡
・
一
時
・
山

林
お
よ
び
雑
所
得

③
退
職
所
得
︵
特
別
徴
収
を
し

て
い
な
い
人
︶

【
給
与
所
得
が
あ
る
人
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
】

①
勤
務
先
か
ら
神
崎
町
へ
﹁
給

与
支
払
報
告
書
﹂
の
提
出
が

な
か
っ
た
人
︵
勤
務
先
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
︶

②
給
与
所
得
の
ほ
か
、
事
業
や

不
動
産
な
ど
の
所
得
が
20

万
円
以
下
で
確
定
申
告
を

し
な
い
人

③
給
与
を
２
ケ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
人
︵
恩
給
や
年
金

な
ど
を
受
け
て
い
る
人
も
含

ま
れ
ま
す
︶

④
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
な

ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

⑤
平
成
21
年
中
に
退
職
し
た

人
【
所
得
が
な
か
っ
た
人
】
 

　
平
成
21
年
中
に
自
分
の
所

得
が
な
く
、
扶
養
親
族
に
も
な

っ
て
い
な
い
人
は
、
昨
年
の
生

計
︵
収
入
︶
状
況
を
書
い
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
国
民
健
康

保
険
税
、
各
種
年
金
の
審
査
や

所
得
証
明
な
ど
の
資
料
と
し
て

必
要
で
す
。
な
お
、
神
崎
町
に

住
ん
で
い
な
い
人
で
も
平
成

22
年
１
月
１
日
現
在
、
次
の
よ

う
な
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。

①
町
内
に
事
務
所
や
事
業
所
ま

た
は
家
屋
敷
が
あ
る
人

②
実
質
上
の
生
活
の
本
拠
地
が

神
崎
町
に
あ
る
人

①
印
鑑
︵
認
印
︶
②
所
得
を
証

明
す
る
書
類
︵
源
泉
徴
収
票
、

給
与
証
明
書
ま
た
は
帳
簿
書

類
等
︶
、
③
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険

料
・
個
人
年
金
保
険
料
や
医

療
費
・
寄
附
金
な
ど
が
あ
る

人
は
、
そ
の
領
収
書
や
証
明

書
等

※
住
民
税
の
申
告
書
は
郵
送
し

ま
せ
ん
。
申
告
会
場
に
用
意

し
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
ら
か

じ
め
必
要
と
す
る
方
に
は
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
役
場
町

民
課
税
務
係
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　
平
成
19
年
中
の
課
税
売
上
高

が
１
千
万
円
を
超
え
る
方
は
、

消
費
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
町
役
場
で
も
消
費
税
の
申
告

相
談
及
び
受
付
を
し
ま
す
が
、

一
般
課
税
を
選
択
さ
れ
た
方
で

課
税
仕
入
れ
等
が
判
明
し
な
い

方
は
、
佐
原
税
務
署
で
の
申
告

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

□
入
所
日
　
４
月
１
日
○

□
保
育
期
間
及
び
時
間
 

︻
学
期
中
︼

平
日
︵
月
〜
金
︶
学
校
終
了

時
〜
午
後
６
時
15
分

︻
長
期
休
暇
︵
夏
休
み
･
冬
休

　
み
･
春
休
み
︶︼

平
日
︵
月
〜
金
︶
午
前
８
時

15
分
〜
午
後
６
時
15
分

□
休
所
日
 

・
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年

始
︵
12
月
29
日
〜
１
月
４
日
︶、

旧
盆
︵
８
月
13
日
〜
15
日
︶

・
流
感
等
で
学
級
閉
鎖
を
し
た

日
、
台
風
な
ど
で
警
報
等
が

発
令
さ
れ
た
日
︵
学
校
に
準

ず
る
。︶

□
保
育
場
所
　
 

わ
く
わ
く
西
の
城
内
神
崎
町

学
童
保
育
所

※
児
童
は
学
校
か
ら
の
迎
え
の

み
町
で
実
施
、
終
了
後
は
保

護
者
が
迎
え
る
。

□
保
育
定
員
　
40
名

□
保
育
料


一
人
に
つ
き
月
額
８
千
円

８
月
は
１
万
円

※
傷
害
保
険
料

年
額
600
円

□
申
込
期
間
　

２
月
１
日
○
〜
２
月
19
日
○

ま
で
に
保
健
福
祉
課
へ
申
し

込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

︵
申
込
書
は
保
健
福
祉
課
ま
た

は
学
童
保
育
所
に
あ
り
ま
す
。︶

□
事
前
説
明
会
 

入
所
決
定
者
に
対
し
３
月
中

旬
に
開
催
し
ま
す
。

□
お
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉

課
福
祉
係

☎
○
１
６
０
３

　千葉県では計量法に基づいて、２年

に一度、計量器定期検査を実施してい

ます。

　商店、工場、病院等で計量器を使用

している方は必ず受験してください。

○日時　３月４日○　10：30〜15：00

　　　　（12：00〜13：00を除く）

○場所　神崎町役場車庫棟

○持参するもの　計量器（おもりがあ

れば、一緒に持参願います）

○検査手数料　１台500円〜1,800円程度

○お問い合わせ　まちづくり課

　　　　　　　　☎○２１１４

　町では、下記のとおり臨時職員を募集します。

◇職種及び人員　保健師（又は看護師）1名、

　社会福祉士１名

◇資格　保健師（又は看護師）、社会福祉士の資格を有

する者※簡単なパソコン操作もあります。

◇勤務場所　神崎ふれあいプラザ保健福祉館

◇勤務期間　平成22年4月１日から１年間

　月〜金曜日（祝日除く）

◇勤務時間　９：00〜17：00

◇勤務内容　保健事業、介護予防ケアマネジメント、

総合相談、権利擁護等

◇賃金　時給1,200円（社会保険等有り）

◇受付期間　３月12日○まで（土・日、祝日除く）

◇応募方法　市販の履歴書（写真貼付）に資格証明書

の写しを添付し、神崎町保健福祉課（神崎ふれあい

プラザ保健福祉館）へ提出してください。

◇面接試験　日時等追って連絡します。

◇お問い合わせ　保健福祉課　☎○１６０３


